
 

草津市監査委員告示第２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項、第４項、第５項

および第７項の規定により定期監査等を実施したので、同条第９項の規定により、監査

の結果に関する報告を決定し、公表する。 

  令和４年３月２５日 

 

草津市監査委員 岡 野 則 男 

草津市監査委員 遠 藤   覚 

 

１ 定期監査 

⑴ 監査の対象 

監査対象機関名 重点的に監査した所属 

都 市 計 画 部 都 市 再 生 課 

建 設 部 河 川 課 

会 計 管 理 者 会 計 課 

教 育 委 員 会 

歴 史 文 化 財 課 

学 校 政 策 推 進 課 

草 津 宿 街 道 交 流 館 

 

⑵ 監査の時期    令和３年１２月２２日から令和４年１月２５日まで 

 

⑶ 監査の範囲および方法 

草津市監査委員監査基準に基づき、監査の対象となった事務が関係法令等に適

合して正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げているか、また、その組織

および運営の合理化に努めているかという観点から、主として令和２年度分につ

いて監査を実施した。実施にあたっては、重点項目を定め、前回監査実施時にお

ける指摘事項に対する改善状況の確認をはじめ、所管事務の特徴および他所属で

の近年の指摘事項などを含め、個別の監査計画に基づく着眼点および方法により

実施した。 

 

 ⑷ 監査の結果 

監査の対象となった事務の執行状況については概ね適正に執行されており、財

務処理についても適正に処理されていると認められたが、一部に改善、検討を要

する事項が見受けられたので、今後、より適正で経済的、効率的かつ効果的な事

務の執行ならびに事業の管理に努められたい。 

なお、軽微な事項については、口頭により指導し改善等を求めた。 



 

⑸ 意見および指摘事項 

●監査対象：都市再生課 

重点項目 

・中心市街地活性化推進費（商工業振興費） 

・中心市街地活性化推進費（都市計画総務費） 

意見・指摘事項 

特になし 

 

●監査対象：河川課 

重点項目 

・河川改修費 

・町内会河川清掃浚渫土運搬費 

意見 

特になし 

 

●監査対象：会計課 

重点項目 

・会計管理費 

意見・指摘事項 

① 契約金額の記載について、契約書の誤表記が起こらないよう十分注意することはも

ちろんのこと、そもそも基本契約書と個別契約書の双方に金額を記載する必要があ

ったのか疑問である。事務処理する際に誤りがないよう進めることも重要だが、誤

りが起こりにくくするような事務処理方法を心掛け、再発防止に努められたい。 

② 指定物品の契約書について、契約締結の決裁文書とは異なる内容で契約書が締結さ

れており、契約締結伺いチェックリストのチェック漏れによることが原因と思われ

るが、事務処理に誤りがないよう再発防止に努められたい。 

③ 草津市会計規則について、現行の組織体制・事務処理方法との整合がとれているか、

また規定に不足がないかなどを点検し、必要に応じて改正されたい。 

 

●監査対象：歴史文化財課 

重点項目 

・文化財保護推進費 

・芦浦観音寺管理運営費 

意見・指摘事項 

特になし 

 

 

 



 

●監査対象：学校政策推進課 

重点項目 

・学力向上推進費のうち学力向上重点事業推進費 

・教育情報化推進費 

意見・指摘事項 

特になし 

 

●監査対象：草津宿街道交流館 

重点項目 

・史跡草津宿本陣管理費 

・草津宿街道交流館運営費 

意見・指摘事項 

特になし 

 

 

 

 

２ 工事監査 

⑴ 監査対象機関および監査の実施期日 

監査対象機関：建設部 プール整備事業推進室 

監 査 期 日：令和４年２月１日 

⑵ 監査の方法 

上記対象機関の関係工事における技術面について、協同組合 総合技術士連合

にその調査業務を委託し、監査を行った。 

⑶ 監査の結果 

工事概要・意見 

１．工事概要 

⑴工 事 名 県道下笠大路井線他付替等工事 

⑵工事場所 草津市野村三丁目他 

⑶請負業者 株式会社  岸本工業 

⑷契約金額 ２４６，０９６，３１２円（税込） 

⑸工事期間 令和３年４月２１日～令和４年８月３１日 

⑹工事概要 

（仮称）草津市立プール整備・運営事業の用地１４，０００㎡の確保に向けて、県

道下笠大路井線をＬ＝０．３００ｋｍ、市道西大路４号線をＬ＝０．０４３ｋｍの

付替、草津用水管移設工事Ｌ＝１６１ｍ、仮設迂回路撤去工事Ｌ＝２５０ｍを施工

する。 

ア 県道付替工事（Ｌ＝３００ｍ、Ｗ＝１０．５～１５．７５ｍ） 



 

・プレキャストＬ型擁壁    Ｌ＝ １３ｍ 

・プレキャスト側溝付街渠   Ｌ＝ ３８９ｍ 

・アスファルト舗装（車道部） Ａ＝２，６２０ｍ２ 

・道路土工等          一式 

イ 市道付替工事（Ｌ＝４３ｍ、Ｗ＝９．５ｍ） 

・プレキャストＬ型擁壁       Ｌ＝ ６４ｍ 

・重力式擁壁          Ｌ＝ ２２ｍ 

・地盤改良工等         一式 

ウ 用水管移設工事（Ｌ＝１６１ｍ、Φ＝９００ｍｍ） 

・ヒューム管（Ｂ形管）       Ｌ＝１６１ｍ 

   ・現場打ち集水桝        Ｎ＝４箇所 

  エ 仮設迂回路撤去工事（Ｌ＝２５０ｍ、Ｗ＝９．５ｍ） 

⑺工事進捗状況（令和４年１月末時点） 

  計画６０．０％、実績６１．４％ 

２．総合所見 

 工事の関係書類の提示を求め、工事の計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工・

管理・監理（監督）・試験・検査等の各段階における技術的事項の実施態様について関

係者に質疑し、回答を求め、検分・吟味を行った。 

草津市の工事関係書類は、受注者の工事関係書類も含めて、適切に整理ができていた。 

調査できた範囲内での確認事項、補足的説明、今後の検討要請、今後の技術への反映事

項等についての主な所見は次のとおりである。 

⑴書類調査による所見 

  ア 土留め工法 

以下の条件により、ＲＣ擁壁による以外は考慮外としている。 

ａ．土留め高さが全体的に低く、３．５ｍ以下である。 

ｂ．敷地面積の確保から、コロビの無い構造としている。 

ｃ．１．５ｍ以下は現場打ち重力式（標準図集利用）、以上はＬ型擁壁としてい

る。 

一部に、石積み擁壁があることについて、その理由の確認をしておかれたい。 

  イ プレキャスト・ブロック間の繋ぎ材 

直線部分については施工上の正確さの証として製作時にアンカーされているプ

レートを介してボルト接続しているが、耐震対応ではない。 

設置方向が平面的に変化する部位では地震の影響が大きいため、各ピース間の接

合はしていないとのことである。この部分の写真記録が必要である。 

  ウ 地盤調査と地盤改良 

 プール敷地と駐車場敷地とは共に連続した草津川の堆積層と考察されているよ

うだ。よって、プール敷地側に２個所のボーリング調査を実施し、地層推定断面図

を作成し、支持地盤を設定している。 



 

地質調査は低標高地点である交差点及び県道方向１００ｍ地点（県道改良全長の

１／３区間）の２地点である。調査結果によると、約ＧＬ－１０．０ｍまでは軟弱

層、ＧＬ－２０．０ｍまではＮ値２５～６０の地層が存在し、８００㎜の路床改良

を必要としている。残区間は標高が約１０ｍ程度高いが、全面的にそこも同様の改

良としているので、それで合理的であったか否かの確認をしておかれたい。 

軟弱層からは、現地で土質試料を採取し、セメント固化材の安定処理配合試験を

実施し、一軸圧縮強度と固化材添加量の関係曲線から地盤耐力を満たす添加量を設

定して施工している。 

⑵現場施工状況調査における所見 

  ア 工事施工状況 

   工事写真を見る限り、資材、器材は整理整頓されており、各部位の施工状況は適

切に施工されて非常に見栄えよく仕上がっている。 

  イ 施工管理、安全管理状況 

   写真、日報、月次出来高表、その他の資料より、施工管理、工程管理は適切に行

われている。 

安全訓練等については、月に１度の安全会議記録の討議内容、出席者の署名等、

月例の業者側第三者による安全パトロール記録や新規入場者教育用資料等の整備

もされている。 

建設業許可票、労災保険成立票、施工体制・体系図、緊急連絡体制図、建設業退

職金共済制度適用事業主現場標識等の標識は、写真を見る限り、分かり易く掲示さ

れている。 

現場は適正に管理されており、無事故無災害で推移しているので、安全管理状況

はよいと判断する。 

 

 

 

 

３ 財政援助団体等監査 

⑴ 監査の対象および監査の実施期日 

〔公の施設の指定管理者〕 

監査対象団体：草津川跡地公園マネジメント・パートナーズ、ビバ・テルウ

ェル西日本グループ、合同会社草津市スポーツ振興事業体 

監査実施期日：令和４年２月１４日から令和４年２月１７日まで 

(2) 監査の範囲および方法 

草津市監査委員監査基準に基づき、公の施設の指定管理者として、事業の執行

が協定書および仕様書に従って実施されているか、出納事務が適正に行われてい

るかの観点から、主として令和２年度分について、監査対象の所管事務の特徴お

よび他所属での近年の指摘事項から、個別の監査計画に基づく着眼点および方法

により実施した。 



 

 (3) 監査の結果 

    今回監査を実施したところ、令和２年度における指定管理業務の執行および経

費の支出手続きは、監査対象団体および所管部局において概ね適正に執行されて

いると認められたが、一部において注意、改善すべき点が認められたので、今後

より適正で効率的かつ効果的な事務の執行に努力されたい。 

なお、軽微な事項については、関係者に口頭により指導し改善等を求めたので

記述は省略する。 

 

●監査対象：草津川跡地公園マネジメント・パートナーズ（草津川跡地整備課） 

監査対象施設（公の施設） 

草津川跡地公園（区間２）および草津川跡地公園（区間５） 

指定管理の業務範囲 

⑴ 公園の維持管理および運営に関すること 

⑵ 草津川跡地利用基本計画の理念実現に向けた取り組みに関すること。 

基本理念「歴史をつくる、人と自然の合作」 

空間像「人と自然 人と人とがつながるガーデンミュージアムをめざして」 

⑶ 公園のマネジメント（計画・実績・評価）、非常時・災害時対応、引継ぎ等に関する

こと。 

意見・指摘事項 

【草津川跡地公園マネジメント・パートナーズ】 

① 光熱水費および駐車場管理費について、発注者と協議し、支出項目を精査されると

ともに、精算項目に含むべき経費の考え方を整理されたい。 

【草津川跡地整備課】 

① 光熱水費および駐車場管理費について、指定管理者と協議し、支出項目を精査され

るとともに、精算項目に含むべき経費の考え方を整理されたい。 

② 無料施設の多目的広場について、混雑緩和のため予約制とされているが、部分的に

排他的使用を認める有料施設にするなど位置付けを明確にされたい。 

 

●監査対象：ビバ・テルウェル西日本グループ（商工観光労政課） 

監査対象施設（公の施設） 

市民交流プラザ 

指定管理の業務範囲 

⑴ 文化、スポーツ、レクリエーション活動等を通じた利用者相互の交流の促進に関す

ること。 

⑵ 職業生活または家庭生活に必要な知識および技能の習得のための講座等の実施に関

すること。 

⑶ 会議室等、施設の使用に関すること。 

⑷ その他市民交流プラザの設置目的を達成するために必要な事業。 



 

意見・指摘事項 

【ビバ・テルウェル西日本グループ】 

① 経理事務について、発注者と協議し、事業収支結果の計上方法を見直されたい。 

② 基本協定第 14条に規定されている「利用者アンケート」について、基本協定に基づ

き、毎年度実施され、市へ結果報告されるとともに市民ニーズの把握および事業の

評価に役立てられたい。 

③ 修繕料の執行の中で、「空間除菌」について、市と協議が行われたものの、90 日間

という抗菌効果を考えると、コロナ禍ではあるものの経済性および有効性の観点か

ら、必要性に疑問があるため、今後、修繕等を行う場合は、経済性・効率性・有効

性をしっかりと検討されたい。 

④ 人員配置について、仕様書通りの体制となるよう人員を確保されたい。 

⑤ 団体の会費について、事業収支結果に計上すべきものか精査されたい。 

⑥ 掲示板の掲出物について、公の施設に掲示する必要性や当該施設の特性も考慮して

掲示手続きを明確に示し、適正かつ有効に管理されたい。 

【商工観光労政課】 

① 経理事務について、指定管理者の協議に応じ、事業収支結果の計上方法の見直しを

指導されたい。 

② 基本協定第 14条に規定されている「利用者アンケート」について、基本協定に基づ

き、毎年度実施され、市に結果報告されるよう指導されたい。 

③ 修繕料の執行の中で、「空間除菌」について、90 日間という抗菌効果を考えると経

済性および有効性の観点から、必要性に疑問がある。今後、修繕等を行う場合は、

経済性・効率性・有効性をしっかりと検討のうえ、適正な執行となるよう指導され

たい。 

④ 人員配置について、施設運営に支障が生じないよう、仕様書通りの体制となるよう

指導されるとともに、人員削減が可能であるなら、仕様書の変更等についても検討

されたい。 

⑤ 指定管理業務での支出が適正に執行されたか十分確認されたい。 

⑥ 掲示板の掲出物について、公の施設に掲示する必要性や当該施設の特性も考慮して

掲示手続きを明確に示し、適正かつ有効に管理するよう指導されたい。また、随時、

訪問するなどして確認されたい。 

 

●監査対象：合同会社 草津市スポーツ振興事業体（スポーツ保健課、公園緑地課） 

監査対象施設（公の施設） 

総合体育館、野村運動公園、ふれあい運動場、ふれあい体育館、武道館、三ツ池運動

公園、都市公園〔弾正公園、野村公園〕 

指定管理の業務範囲 

⑴ 草津市立社会体育施設の運営および維持管理に関する業務 

⑵ 草津市都市公園（弾正公園および野村公園）の運営および維持管理に関する業務 



 

⑶ 草津市立社会体育施設および草津市都市公園（弾正公園および野村公園）の適切な

運営と施設利用者の利便を図るための事業の実施に関すること 

⑷ 草津市スポーツ推進計画、草津市みどりの基本計画、（仮称）野村スポーツゾーン整

備基本計画の理念実現に向けた取り組みに関すること 

⑸ その他、体育・スポーツ活動等の推進、公園の利用促進に関する業務 

意見・指摘事項 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


